
 １

 
第１１回 浜松市市民協働推進条例検討会議 会議録 

 
 
日時：平成１４年１１月２０日（水） 午後６時３０分～８時３０分 
場所：浜松市役所本館４階 部長会議室 
出席者：伊藤裕夫委員長，山中惠美子副委員長，石田美枝子委員，長澤弘子委

員，鈴木佳子委員，青山行彦委員，北野佳世子委員，佐藤邦子委員 
欠席者：中野勘次郎委員，鷲巣弘子委員 
傍聴者：なし 
報道関係：なし 
事務局：鈴木企画部次長兼行政経営課長，杉山企画部副参事，渡瀬市民協働グ  

ループ長，小杉，幸田 
 
会議次第 

１ 開会 
２ 議事 

   （１）（仮称）浜松市市民協働推進条例の検討について 
       ・骨子案における個別運用内容について（基金，委員会） 

３ その他 
４ 閉会 

 
会議の概要 
   １ 前回の会議（基金）を踏まえ，事務局側でまとめた考えを説明した。 
   ２ 浜松市市民協働推進条例骨子案における基金の運用及び市民協働推

進委員会の事務局案について議論した。 
配布資料      
   資料 （仮称）浜松市市民協働推進条例について 
 

１ 開会 

伊藤委員長 
     これから第１１回浜松市市民協働推進条例検討会議を始めさせてい

ただきたいと思います。 
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２ 議事 
（１）（仮称）浜松市市民協働推進条例の検討について 

伊藤委員長 
     今日の議事は，前回に引き続き運用にあたっての規則，要綱におけ

る基金と審査委員会の問題になっています。その前に，今日お手元に
ありますように，市の方で，まだ案ですが浜松市市民協働推進条例に
ついて条文にしたものが出ています。骨子案と条例案が対照になって
いて，文章が多少変わっているというかたちになっております。今日，
逐一これを検討している時間はありませんので，ポイントだけここで 
２０～３０分確認した後，後日メール等で１２月１０日の会議までに
少し修正等を施して，１８，１９日に行われます市民への説明会の時
に，一応市の案として出されるものになっていくと思います。簡単に
ポイントだけを見ていきますが，事務局の方から簡単にご説明をお願
いします。 

渡瀬市民協働グループ長 
     資料｢（仮称）浜松市市民協働推進条例について」に基づき骨子案と

変わった部分について説明 

伊藤委員長 
     どうもありがとうございました。重要なところだけを少し確認して

いきたいと思いますが，まず大きなポイントとして，｢協働によるまち
づくり｣という言葉が変わって，｢市民協働｣という言葉になっています。
｢協働によるまちづくり｣というのは，市の基本計画の言葉として重要
なキーワードですが，しかし今回，市民協働推進条例になっておりま
すので，厳密にするために必要な部分ではないかという感じはします。
それに伴う修正が幾つかと，それから｢市民等｣という読み替えが大き
なところなのですが，本質に関わるところで３つぐらい私の方で事前
に気になったところがありますので，その辺を中心に見ていきたいと
思います。 
第１条は目的ですが，やはり目的は非常に重要ですので，一応きち
んと見ておいた方が良いのではないかと思います。基本的には大きく
変わっていないのですが，１箇所「ルール」という言葉にあたるもの
が，今回の条例案にはなくて，「必要なの措置」という言葉で全て受
けているかたちになっています。それから定義，基本理念，市民の役
割，市民活動団体の役割，事業者の役割等に関しては，本質的に大き
く変わっている部分はないのではないかと思っています。それから，
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市の責務に関しましてもそんなに大きな違いはないですし，基本施策
に関しても，言葉の言い回しは変わっていますが，そう大きな違いは
ありません。 
第９条の，市民等の市政への参画機会のところに関して言うと，文
章を軟らかくしたというだけではなくて，ニュアンス的に違いが幾つ
か見られるのではないかなという気がしております。ここについて少
しご意見をいただきたいと思っています。それから１０条に関しては，
前回１つの文章を大きく３項目に分けて，この辺はかなり明確になっ
て，良くなったのではないかなという気はしますが，委託事業等とい
うかたちで明記をしているところがこれで良いかどうかということに
ついて確認が必要になってくるのではないかと思います。 
それから１１条は，前回において，ＮＰＯ活動支援基金といったか
たちで，かなりニュアンスが変わっていたのですが，前回の議論を踏
まえて，もう１度元の案に戻っています。後の部分は比較的手続き的
なことが非常に強いですので，第１項の，「地域社会における自主的
な市民活動を促進するとともに，協働によるまちづくりを推進する」
という文章が，きちんと生きているかどうかというところだと思いま
す。 
それから委員会に関しては，後の議論とも少し関係してきますが，
基本的には手続き的なことが細かく条項を分けて書かれているという
部分だということと，従来曖昧だった，「その他市長が適当と認める
者」や，「前各号に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し
必要な事項は，規則で定める」，これは委任ですから重なっているこ
ともありまして，こういった文が抜けているという意味ではプラスに
なっているのではないかと感じています。 
皆さんもご覧になったところで，気になるポイントがあれば指摘し
ていただきたいと思います。大きなポイントだけ指摘して，次回の会
議等でも少し整理をして，市民説明会の時に公にしていただきたいと
思っています。まず目的のところで，市民，市民活動団体，事業者及
び市の役割及び責務を明らかにするという文章が付け加わっているわ
けですよね。最も議論になると思われるのは，１条と９条ではないか
と思います。 

長澤委員 
     ここをこうした方が良いといったことではないのですが，目的のと

ころで，前のパブリックコメントの時も，役割分担や役割といったと
ころに，引っかかった方がいらっしゃったような気がしたのです。こ
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の役割及び責務というところがどうなのかなと少し感じました。 

伊藤委員長 
     他にどうでしょうか。今日この場で示されて，すぐに細かいところ

が出てきにくいと思います。新たに付け加えたところについては，も
う１度あらためてじっくり読んでいただきたいと思っていますが，私
自身も９条が気になっているので，そこはもう少しご意見をいただき
たいと思っているのです。確かに骨子案の，市民参加手続きの実施に
よる行政活動への市民参加の促進という言葉が，少し分かりにくい表
現であることは事実だと思うのです。従って，もう少し明確にしてい
くというかたちで，書き換えなくてはいけないだろうなというところ
は，異存のないところではと思うのですが，この言葉の意味が，条例
案の内容と合致しているのかどうかが多分大きなポイントになるので
はと思っています。 

長澤委員 
     その辺はこういう表現にならざるを得ないということなのかもしれ

ませんが，最初にこれを読んだ時に，感じとして，とても弱くなった
ような印象は受けました。最初は，市民参加の促進ということで，平
たく言うとどんどんやってねという感じで私は取っていたのですが，
条例案になると，参加したいのならしても良いよというようなニュア
ンスに感じてしまったのです。 

山中副委員長 
     １と２で両方とも「整備すること」になっていますが，これでは，

いつも整備することだけなのですかといったような疑問があるような
気がします。 

伊藤委員長 
     もう少し見ていきますと，政策の形成や，施策の実施における市民

参画の機会という部分が（１）におりてきていまして，政策を形成す
る段階から行政情報を分かりやすく提供するというかたちに限定され
ているところで骨子案とニュアンスが違っています。骨子案の方は，
政策の形成や施策の実施における市民参画だったのが，政策形成の段
階から行政情報を分かりやすく提供というようになっているところが，
そういう感じを持つのではないかなと感じているわけです。その後，
市民等からの意見を受け止めるというかたちで補足されていますが，
政策を形成する段階から市民等からの意見を受け止めるというように
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掛かってくるのかどうか，この掛かり方のニュアンスが結構大きいの
ではないかなという気はするのです。 
もう１つ，前回の骨子案の時から最終的に少し心に残りながらここ
に至ってしまったものは，「窓口機能」という言葉です。市民等から
の提案を活かした協働推進のための窓口というと，１と同じことを言
っているのかなという感じが，ややしてしまうのです。市民等が市政
へ参画できるための仕組みの整備と，協働推進のための窓口機能とい
う言葉の違いがよく分からないという感じがします。２の方は，窓口
というよりは，協議の場というニュアンスがもう少し強かったような
気がしているわけです。実際にファシリテート，アドボケート，ある
いはモニターしていくことが，この場においてきちんと遂行されてい
くということが，規則等の内容で議論されていますので，単なる窓口
ではないのだということだと思います。この辺が，少しイメージのず
れを感じる部分なのですがどうでしょうか。 

山中副委員長 
     先ほどの「整備すること」は，やはり１の方は「促進すること」で，

下が「整備すること」ではないかと思うのですがどうでしょうか。 

伊藤委員長 
     これについては，まだ２～３週間ありますので，なるべく早いうち

に，メール等で少し文章を練り直したり，議論をしたりすればと思っ
ています。次回には確認ぐらいにしないと時間が難しいかもしれませ
ん。ここについては特にこれだけではありません。全てに関してご意
見等があればお願いしたいと思っています。 

青山委員 
     専門用語かもしれませんが，市民，市民活動団体及び事業者を「市

民等」と呼んでいます。この「市民等」というのは，割とポピュラー
な使い方なのでしょうか。違った立場の三者を市民等と呼んでしまう
のは，一緒にして良いのかなという感じを受けるのです。行政用語と
して割とポピュラーだったらそれで良いのかもしれないのですがどう
ですか。 

渡瀬市民協働グループ長 
     法規上このようにまとめたのですが，例えば他に何かご意見はござ

いますでしょうか。９条の見出しが，最初から市民等の市政への参画
機会という「市民等」という表現でしたし，そういったところも見た
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中で，市民等の方が簡潔に表せるのではないかというかたちでまとめ
ました。 

青山委員 
     まとめられる立場だと，一緒じゃないのにという感じを少し受けて

しまうかなと思います。多様な立場の人たちが協働するイメージで考
えていると，あなたたちは同一なのだよと感じてしまうかなというフ
ィーリングがあったので聞いたのです。そんなことは考えすぎだよと
いうことであれば良いのですが。 

伊藤委員長 
     多分この言い方は，以下の文章の中でも市民，市民活動団体及び事

業者という言葉を使っているところだけを「市民等」にしていて，市
民活動団体だけが特記されている文ではそうなっていませんので，基
本的には問題はないのではないかなと思います。ただイメージからい
きますと，事業者等を市民等と言って良いのかどうかということに対
して違和感を持つ人はいるでしょう。例えばアメリカで，市民のセク
ターと言った時には，市民と市民活動団体までは含めていますが，事
業者は入れなくて，営利セクターというかたちで別分類にしてしまう
考え方が中心です。そういう意味での違和感は指摘できるのではない
かと思います。 

長澤委員 
     ９条の「市民等」というのは，市民，市民活動団体及び事業者を指

していることだったのでしょうか。 

杉山企画部副参事 
     そうですね。条文の中で同じ言葉が繰り返し出てくる場合に，それ

を１番最初に出てくるところで，この場合ですと，「以下「市民等」
という。」というように括る便宜的な手法なのです。青山委員が言わ
れましたように，今回この表現によってニュアンスが違ってくるとい
うことは考えておりませんでした。 

伊藤委員長 
     逆に言うと，市民等という表記のところで，その三者で不都合なと

ころがあれば指摘をしてもらうと良いと思います。９条に関して言う
と，多分議論の経過の中で，事業者も社会貢献など様々な活動をして
いる，そういう意味において，行政とは違う立場からまちづくりに参
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加することは十分あり得るというかたちがあったと思います。ただ一
方で，事業者と行政との委託事業において癒着という問題もあります
ので，１０条の方では市民等が使われていなくて，市民活動団体に一
応限定されていますので，ざっと見た範囲では，そういった問題は少
ないのではないかなという気はしていますが，厳密に１個１個まだ検
討していませんので，市民等と使っているところについて，厳しくチ
ェックをお願いしたいと思っています。 

鈴木委員 
     この場合，市民，市民活動団体及び事業者を「市民等」というので

あれば，頭にある市というものは，この場合はそれに対応する行政と
いうことになりますよね。そうしますと，この条例の中にたびたび「市
は」という言葉が出てまいりますので，それとの関係もやはりもう少
し明確にされない限り，この「市民等」という括り方は，青山委員が
おっしゃるように，妥当性を欠いている扱いだと私も思います。 

伊藤委員長 
     市という言葉についても同様に骨子の時に指摘されている問題です。

主語としての「市」は，市当局あるいは行政体として，市政府という
意味で使っているのかどうか，あるいは広く市民も含めた市というか
たちで使っている箇所があるのかどうか，この辺も厳密に見ていく必
要があると思います。定義のところで，「市」はという定義を付けよ
うという話も一時あったわけですが，一応慣例によるということで外
しまして，一応ここでは，広い意味での浜松市民全体を指すのではな
くて，市政府という意味で原則的には使われていますので，そうでは
ないところに｢市｣が主語で使われていたら，やはりおかしいというこ
とになってきます。この辺も少し用語の問題として確認をお願いした
いと思います。 
その他，もう少し細かいところ，１０条，１１条なども，細かく読
んでいくと気になるところがあるかもしれません。是非メール等でお
寄せください。あるいは必要に応じてミニ委員会を開くことも起こり
得る可能性もゼロではないと思います。とりあえず今のところはこれ
を見ていただいて，問題点をいち早く幾つか列挙をしていただいて，
メーリングリスト上でまず議論をして，骨子案に沿ったものであるか
どうかということを一応ご確認願いたいと思います。 
本題の方に移ります。前回議論になって事務局の方でお答え願いた
いと思ったところですが，一応今日の条例案で，名称は元に戻ってお
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ります。従って前回問題になっていた部分について，半分以上はお答
えいただいた感じはいたしますが，他にも現在市が持っている基金の
中で，市民の寄附，参加によるものがどうなっているのか等の質問も
幾つかあったと思います。その辺を含めて前回の問題に対して，事務
局の方で明らかになったことがあれば，ご報告をお願いしたいと思い
ます。 

渡瀬市民協働グループ長 
     例えば寄附者がＮＰＯ法人の選択ができるように，もう少し分かり

やすい資料が窓口に必要ではないかとか，既存の基金を含めたメニュ
ーというものも用意しておく必要があるのではないかといったこと，
それから広報をするに当たっては，具体的な例を示しながら，市民が
イメージできるようにしていくことも必要だろうということ，それか
らお金ではなくて土地，建物等，物として出された場合にどうします
かというようなこともあったのですが，その問題については杉並区の
方にも確認を取りましたところ，今はお金のことしか対象としており
ませんということです。税務署に最終確認はまだ取れなかったのです
が，基本は杉並ベースということがありますので，その枠を越えては
まずできないということがまず１点です。それから実際に物として，
例えば土地を提供しますという場合は，市が寄附として受け入れるこ
とはでき，それが損金控除の対象になるということに税法上なってい
るようですが，受けたものを助成するということを考えますと，あく
までもお金の場合は一旦受け入れる段階で切れて，補助金として支出
するときに，審査会でしっかり審査をした後に出しますので連続性は
ないのですが，物ですと，Ａさんからもらったものを，そのままＢさ
んに流していくかたちになり，そこではやはりトンネルではないかと
いうことになりますので難しいのではないかと思います。そういった
煩雑なことをするよりも，もし物を提供されるのであれば，直接寄附
をしていただく方が良いのではないかと考えております。 
それから今後ご審議いただく内容で，助成先の審査にも絡んでくる
と思いますが，例えば年間１００万円ぐらいの活動しかないところに
１千万円寄附したいという人がきた時に，どうしましょうかというこ
とですが，基本的にこちらは事業費補助ではなくて団体運営費補助と
いうように考えていますので，このような活動をしていますという計
画をしっかり出していただいて，例えば本当は１千万円の事業をやり
たいのだけれども，お金がないので１００万円の事業しかできない。
お金をいただけるのであればやりますよというケースであれば，それ
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を見越して渡して，その後事業が完了した段階で，完了報告書で確認
を取るということが考えられます。実際に最初から１千万円の事業は
やらないけれども，例えばそれを一部基金として積み立てをして，そ
のＮＰＯが次年度以降使うとか，他の団体に対して助成をしていくよ
うな ケースはどうかということについては，今現在まだ答えは出て
おりません。杉並区でもちょうど同じような委員会を開いているので，
その中で検討しますとのことですが，今後詰めていく必要があると思
います。それから鷲巣委員の方から，今はないのだけれども将来こう
いった活動をやってくれる団体があれば使ってもらいたいという意味
で，ずっとストックしておいて使っていくという方法があるのではな
いかというご意見をいただきましたが，それもこちらで前向きな方向
で検討していきたいと考えてはいます。そういったものも含めて，こ
れからもう少し詰めていただきたいと思います。 

伊藤委員長 
     細かい問題についてはまだまだ詰めなくてはならないところがあっ

たり，すぐに明らかにならないところがあったりすると思います。基
本的には，税制上の優遇を受ける部分に関しては，杉並方式というこ
とで，基金の骨格はそれで決まっていくと思いますが，仮にまちづく
りセン ターを窓口としてこういった活動が広がっていく時に，市民
間における相互支援の仕組みのようなものを，幅広く育成できるよう
なサブシステムを持つ必要があるのかなという気がしています。そう
いう意味で，他の基金の案内などもそこできちんと行ったり，この基
金に特化しないで，浜松市の幅広い相談窓口になっていけることが重
要ではないかということで，前回もいろいろな話が出たのではないか
と思います。 
例えば不動産の問題も，専門的になってしまうかもしれませんが，
こういうケースが考えられるわけです。例えば民間で１つのサポート
センターをつくろうとして，例えばお金だけではなく，事務所をつく
ろうというような計画がある時に，ある方がいらなくなった家をその
団体に寄附するとします。その時に，それに関する課税の問題は別に，
例えば市にそれを寄附して，所有権は市にあるのだけれども，使用権
だけを市民活動団体に使わせるというやり方なども当然起こってくる
のです。所有権までいってしまうと完全にスルーなのですが，基本的
には市に対して寄附をしてしまうわけです。しかし不動産は所有と使
用というのは分離できますので，所有権は市の土地でありますけれど
も，その土地で例えばいろいろな団体が２年間ぐらいの契約の下に，
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市民活動の事務所として使っていくようなことも考えられます。これ
は当然今回の基金の対象ではないと思いますが，このようなケースな
ども，結構広がりがあるやり方だと思います。今のは１つの例ですが，
そういうことも含めて対処できないと，単にこの基金以外のことは受
け付けません，私たちの管轄外ですと言ってしまうようなかたちにな
ることを非常に恐れているというのが，前回のニュアンスにあったの
ではないかと思います。その辺のことも含めて今日は，前回の助成に
ついての経費の問題も一部まだ残っています。あるいは時期の問題等
も残っています。前回の議論の中でも少し出ましたように，当面の間
はＮＰＯ法人だけだと限定していきますが，例えばＮＰＯ法人にして
も，全てのＮＰＯがＯＫなのかどうか，あるいは寄附をしたいと思っ
ている人がある団体を指名した時に，審査をして１００％その団体に
いくとは限らないという要素は入ってくると思いますので，そういう
意味で審査の仕組み，基準の問題が重要になってくると思うわけです。
杉並区でも，非常に厳しい条項というものがあります。また，最近Ｎ
ＰＯの中でも，かなりいかがわしい団体も幾つか出るようになってき
ています。警察が入ったケースなども報告されています。 
そういった意味で，とりあえず今回ＮＰＯ法人に限定するのは，審
査基準がきちんと明確になっていくための過渡的措置という考え方も
あるのではないかと思いますので，その辺も含めて審査の方法，委員
のあり方等についてご意見を出していただきたいと思います。前回の
議論に少し戻ってもらっても構いません。一応今日の目的は，委員会
の審査ですが，当然，全体と絡んでくると思いますので，寄附金の受
け入れの問題や，ＮＰＯ登録申請も非常に関わってくるのではないか
と思います。受け入れ関係でいきますと，寄附をする人がここではと
りあえずＮＰＯ法人に限定されていますけれども，特定の団体を名指
しして寄附をしたいと言ってくるケースが１つあります。それから特
定の団体はなく，あるいはどの団体が良いか分からない，でも幾つか
の団体があるようだし，自分自身で確信が持てないので，例えばＡ，
Ｂ，Ｃという，３つぐらいの団体をイメージして寄附をします。どの
団体にどういう配分をするのかについては委員会にお任せしますとい
うケースもあると思います。あるいはそれさえなくて，何となく自分
の家族が様々な社会福祉団体の応援を受けたので，社会福祉の様々な
活動に使ってほしいというかたちで出すケース，それから４番目に，
それさえもなくて，何基金にしようか分からないということで，とに
かく税金対策も含めて市に一部を寄附したいというかたちで来るケー
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スがあります。他にも幾つかのパターンがあるのではないかと思いま
す。 
こういうものに対して，どのようなかたちでそれを処理していくの
かというのは，審査の問題とも非常に絡んでくるのではないかと思い
ます。それからもう１つは，助成を受けるＮＰＯの登録申請において，
前回事務所の問題や事業費の割合というかたちで出されましたが，そ
れ以外にももう少し，活動についてどのように見ていくかという問題
はあるのではないかと思います。この辺も，登録に関しては一定の基
準さえあれば全て受け入れますが，登録された団体は必ず，その基金
を受ける資格が１００％あるかどうかというと，やはり若干の違いは
出るのではないかと思います。こういったところが多分，前回とも絡
むところではないかと思っていますが，どうでしょうか。 

佐藤委員 
     審査基準は，杉並区と同じ内容でたくさん項目がありますが，前に

杉並区の資料をいただきましてそれを見た時に，意外と登録申請書と
いうのは簡単だと思いました。杉並区では現在どういうものを使って
いるのか分からないのですが，記入例を見て判断した限りでは，審査
項目に ニーズの把握とか，たくさん項目がありますが，こういうも
のが果たしてどれだけ審査委員の方が判断して分かるのかなというの
がすごく疑問なのです。もし事務局の方で，現在杉並区でこの記入例
とは違って使っている登録申請書の例があるようでしたら是非お見せ
いただくか，教えていただきたいのですが。 

渡瀬市民協働グループ長 
     今の登録申請書というのは，寄附金が入ってくる，こないという以

前に，対象となるＮＰＯとして手を挙げますかという意味での登録で
す。ですから実際に寄附金をどうしますか？という段階の前の段階に
なります。お手元にあるのはインターネットに載っているものですが，
それ以外の情報は，まだこちらとしてはありません。杉並区の方も多
分，基本的にはそこで示した様式を使っていると思います。それから
杉並区では，６月１日からスタートした基金ですが，具体的な部分に
ついては，現在検討をしているそうです。この間の基金勉強会の時に，
１００万円の寄附が来ましたということだったのですが，その後，数
件きて，今は５件で１８８万円ぐらいと聞いています。まだ審査手順
そのものを再度詰めているという段階で，その資料もまとめたらいた
だけるということですので，そういったものも出てくれば，またお見
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せできると思っています。 

長澤委員 
     審査についてですが，同じ寄附でも団体を指定してきた場合と，ど

こでも良いからこの分野でときた場合で，自ずと審査の方法が全然変
わってくるのではないかなと思って，その辺はかなり難しいのではな
いかと思っています。ですからここに審査基準は確かにあるのですが，
やはりどういうふうに審査をするのかというのがきちんと分からない
と，いつまで経ってもお金を出せない状態が続くということが起こり
得るのではないかと思いました。 

山中副委員長 
     この間も言わせていただいたのですが，メニューが必要だと思いま

す。この委員会のメンバーでさえＮＰＯのことを知らないわけですか
ら，とにかく私は，最初に出すＮＰＯの登録申請書プラス１年間の報
告実績は，例えばいつおばあちゃんたちと何をしたということなどは，
登録ＮＰＯ法人には出させるべきだと思います。それがメニューにな
り，審査委員会のメンバーも，それをチェックする方法です。それプ
ラスやはり寄附をなさった方もメニューをいろいろ見て，やっぱり私
はこれにしようかなといったような感じです。基本的にはその人がや
りたいということが１番ですから，すごく事細かな市民活動のメニュ
ーを，とにかくつくってほしいなと思います。そういうことを義務付
けるということを，私は細則でもうたって欲しいなと思います。 

伊藤委員長 
     少し整理をしておいた方が良いと思いますが，まず登録ということ

に関して言えば，これはそんなに難しくする必要はないと思っている
のです。とりあえずＮＰＯ法人ということは当面の間限定されてしま
いますが，その法人格の問題と，住所その他の問題，それからその段
階で事業報告書を１回出しているかどうかを条件にするかどうかとい
う問題は出てくると思います。しかし割とすっきりさせておいて，例
えば浜松にある団体のうちの，その気があれば８割方ぐらいの団体が
登録できるような状況になっているということが必要ではないかと思
うのです。 
２番目に原則として，杉並区のように寄附者が寄附をした後，いつ
までたっても寄附先が決まらなくて，そこにお金が貯まっていくと，
ほとんど意味がないのです。阪神淡路大震災の時にも共同募金会にお
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金が積まれて，全然配分されなかったということが，非常に大きな不
評をかったわけです。そういう意味では例えば３か月以内に寄附者の
意向がはっきりしているのであれば配分する。寄附者の意向が今なく
ても，将来出てきた場合は，という話は別だと思いますが，具体的に
分野なり団体名がはっきりしている場合には，速やかに配分をしなく
てはいけないのではないかという気がします。 
そのためにどういう審査の方法があるかという時に多分，団体が明
確な場合には，その団体と寄附者との関係がどうかということが１つ
です。これも関係があるからだめだと決めるのかどうかという問題が
あります。有力な会員が会費はいつも払っていますが，思わぬお金が
入ったので，まとめてその団体に寄附をしたいという時に，普通の会
費として払う分は税制控除の対象にはなりませんが，思わぬお金だっ
た場合には，競馬が当たったという場合などには税金が掛かるでしょ
うから，そういう時に，この基金を使う可能性はあるわけです。しか
しその人は日頃その団体を支えている会員であれば，深い関係があっ
たからといってだめだとは言えないのではないかということもありま
す。一方で親が，子どもがつくったＮＰＯに対して寄附をする，しか
しそれはある面では子どもに対する贈与を，これを通してごまかすと
いうケースがあるかもしれません。これに対しては，結構厳しいチェ
ックになるかもしれないと思いますので，この辺の基準が結構重要か
なという気はするのです。 

長澤委員 
     すごくよくわかるのですが，もし生前贈与の贈与税を逃れるために

寄附をしたとしても，その活動が広く公益性を持っているものならば，
どうでしょうか。それは良いのではないかという判断もできますよね。 

伊藤委員長 
     ですから，例えば関係があるからだめだと一律では言えないような

問題を含めるような審査基準が必要になってくるのかなという気がす
るわけです。一番簡単なのは，不正行為さえなければ指定された寄附
は全て通すべきであるという考え方です。もう１つは考え方として，
審査委員会で全てを決定するのは不可能だった場合に，問題点だけを
探って，それがなければ一応審査委員会が決定して，１か月間公示し
て，その間にあの団体を出すのはおかしいという声が市民の間から挙
がった時には立入調査をするというようなチェックをするやり方があ
ると思います。つまり１番知っているのは地域の人だったりするわけ



 １４ 

で，ただ，告げ口や妬みがあるかもしれませんから，挙げる人はきち
んと住所，氏名を出せば一応立入検査的なことをするというようなや
り方があると思います。ここに書いてあるような基準をずらっと挙げ
て，これに当たるかどうかを審査委員がやっていったら，誰も審査委
員などになりません。 

山中副委員長 
     他といろいろ比べると，ＮＰＯ法というのは本当に議員立法で策定

されましたが，ＮＰＯ活動には，不公平さがある活動だと思っていま
す。不正なことをしていなければ，私はこの団体が好きというような，
不公正さがあってこそ，この市民活動応援だと思うのです。友愛の基
金でも，愛の都市訪問でも，ユニセフでも何でも，寄附をしようとい
う行為を，市民同士で支援し合うということですので，むしろあまり
厳しい審査よりも，悪い団体でなければ本当はえこひいきがあっても
良いような，すごく特殊な基金であっても良いのかなと思います。今
まで通りの基金の査定方法というのは，むしろ根本的におかしいので
はないかとずっと思っているのです。 

伊藤委員長 
     極端な例を挙げますと，例えば浜松市の施策に対して，結果的に反

対になるような活動をしている団体のケースがあります。例えば仮に
市町村合併を浜松市が中心になって進めようとしている時に，それに
対して異議申し立てをしている団体があったとします。その団体を支
援したいということでこの基金に寄附をした時に，この審査基準の中
の，地域間特性や活動が浜松市に寄与しているかというような項目は，
ある面では非常に問題あるチェックになるのです。寄附者の意向とし
ては，そういう団体に寄附することによって，自分自身も市に対して
の異議を申し上げたい，しかし額が大きいし，こういう基金があるな
らこの基金を通して寄附したいというようなケースも当然起こってく
ると思います。それに対して審査委員会が中立になるのはかなり厳し
いのです。 

北野委員 
     お聞きしたいのですが，今皆さんがおっしゃっている寄附というの

は１００万円とか，すごく大きい単位なのですが，例えば１万円とか
５万円といった寄附も当然受け入れるわけですよね。そうなると，細
かい金額をいちいち審査したら大変なことになると思うのです。です
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からまとめてある程度審査するということになるのでしょうか。 

伊藤委員長 
     すごく重要な問題で，受け入れ金額に対して制限を設けるかどうか

です。法律的に言うと，優遇措置を受けるためには１万円を超えない
と対象にならないわけです。例えば１万円寄附した場合には，１銭も
優遇措置の対象にはなりません。３万円出せば１万円を引いた２万円
が税制優遇の対象になるわけです。しかしこの基金は基本的には税制
優遇だけを目的とするものではなくて，市民が市民活動を支えるため
のものですから，例え本人が優遇措置を受けなくても，団体が分から
ないがとにかく例えば障害者の自立活動をしている団体に対して寄附
をしたいのだということで預かった場合に，当然受け入れ側としては，
１万円では残念ながら寄附控除になりませんよというアドバイスはし
ますけれど，その人から自分の善意がきちんと届けばありがたいです
と言われた場合には，やはり受けるべきです。こういう時に，そのお
金を団体に配る時に審査委員会がいちいち議論をするのかどうかとな
ってくると，やはり事務局のようなものがきちんとあって，そこがあ
る程度団体に関する情報収集などをして，審査委員会の方は，小さい
額に関しては事務局の提案を見ておかしくない場合には良いのではな
いですかというぐらいのかたちでいかないと大変ですよね。このよう
なことを北野さんはおっしゃっているのではないかと思うのですが。 

鈴木委員 
     最近全く個人レベルで受けた質問なのですが，具体的に申し上げま

すと，富塚町の向こうの方に椎の木谷というところがありまして，そ
こは開誠館の運動場をつくる予定だったところを買い上げて，浜松市
が公園をつくるというので，懇話会のようなものが今持たれているよ
うです。そこを市民からの寄附で整備していこうというようなことが
議論されているらしいのです。そこで，地元の愛着を持っている市民
や，もう少し大口のところとか，いろいろあるとは思いますが，今現
在，市民協働推進基金というものを浜松市がつくるという話をしてい
て，そういうものがあるととても声を掛けやすいのです。しかし，今
度できるらしい市民協働推進基金というのは，その時にどういう役に
立つのですかと聞かれたのです。それで答えようがなくて，あれは最
近の会議ではＮＰＯ法人を対象にしているので，ＮＰＯ法人をつくら
ないとだめなのかもしれませんねという，非常に曖昧な返事をしたの
です。その場合は小学生や主婦から，多分お小遣いのようなものも入
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ってくると思うのです。しかもそこをつくるために寄附をしたいとい
うことになってきた時，ＮＰＯ法人はないですよね。そういう時はど
うなるのかと，非常に難しい質問を最近されました。私は残念ながら
答えられませんでした。 

北野委員 
     やはりＮＰＯ法人ということがすごく前回も引っかかるということ

で，過渡期とはいうのですけれども，やはり最初にこれが出てしまっ
た時は，いつ変わるかということは全然市民には分からないと思いま
す。後でいくら変わりましたよと言っても，なかなかそこへ目がいか
ないのではないかなと思うのです。ですから本当に最初だけだという
ことを，宣伝していただかないと，市民活動は底上げにならなくて，
ＮＰＯだけが対象で，とにかく皆ＮＰＯを取ってねというようになっ
て，ＮＰＯ法人がどんどん増えていくだけだと思います。それではせ
っかく私たちが市民活動から始まって協働して，今度はＮＰＯ法人と
いうときに，最終的に皆さんがそこへいけば良いということなのでし
ょうか。でもやはり普通の協働でやって，その活動のレベルをもっと
上げてもらえれば，ＮＰＯ法人を取らなくても良いと思うのです。で
すからそういうところにも少し道を向けて欲しいと思います。 

青山委員 
     僕は今の意見は全く逆で，行政がこれにタッチしてお金を集めるこ

とをする以上は，その使い道や責任という問題で，ある程度の基準を
設けないといけないと思います。それには現状の手段としてはＮＰＯ
法人化しているということが，１００％のシステムではないとは思い
ますが，必要条件は満たしているだろうと思います。一応ＮＰＯ法人
をつくるに当たってのプロセスは経るだろうし，毎回のいわゆる情報
公開という一応のフィルターはあるわけですから，やはり今の里山の
件でも，もしそれを使いたいのなら，やはりその方法論を使ってくだ
さいというかたちで，クオリティをコントロールしなくてはいけない
と思います。もし個々にやりたいのだったら，このファンドを使わず
に直接寄附すれば良いことなので，やはり何らかの基準を設けておか
ないと，それをオープンにしてくださいと言っても，例えば任意団体
だとそこまでの拘束力がなかったり，責任の所在がうやむやだったり
するわけですから，やはり僕は，ある運用を行政がタッチしてお金を
集める以上は，１つの基準は設けておいて，先にＮＰＯ法人だけで後
になって緩めるということではなくて，やはりそこはＮＰＯ法人でな
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ければだめというふうにしておかないと，審査委員が全部そこまで目
を光らせるということは基本的に不可能なので，ＮＰＯを取得した団
体というところに責任を負わせる以外ないのではないかなという意見
です。 

伊藤委員長 
     例えばまちづくりセンターかどうか分かりませんが，ある基金のた

めの窓口ができた時，とりあえず，この基金を通して税制優遇を受け
るということで，一定程度特権を受けるかたちで寄附が行われる場合
に関しては，当面の間，あるいは将来ずっとかもしれませんが，何ら
かのかたちで社会的に認められている組織としてのＮＰＯ法人でない
と厳しいだろう，しかしこの基金はそれだけを目的とするのではなく
て，もう１つ大きな柱として，市民の中においてお互いに寄附をし合
うことを促進していく機能を持っている，従ってこの基金を通さなく
ても，そこに相談に行けば，どのようなかたちで寄附を集めたり，あ
るいは呼びかけたりすることができるかということについて，きちん
とアドバイスができるような専門家がいないとまずいのではないだろ
うかと思います。多額な場合や，ＮＰＯ法人など明確になっている場
合には，この基金を通した方が税制優遇になって，お互いにプラスに
なるのではないか，逆に，例えば里山などといったような不動産など
を扱うところであったり，建物を残そうという団体だったりしますと，
不動産管理をするためには，やはりＮＰＯ法人になった方が良いケー
スも多いわけです。任意団体で不動産の所有権だとか管理権はできま
せん。例えばそういったアドバイスなどもしても良いと思います。 
いずれにせよ，幾つかの方法について，市民側に立って相談に乗っ
てくれるような人がいることによって，そこが単に企業や金持ちが大
金をＮＰＯ法人に渡すということだけではなくて，もっと広い相互支
援づくりのセンターになっていくのではないだろうか，というような
ことを前回も少し話したと思うのです。 
実際に税制優遇を受けるような大きな額の場合に関しては，例えば
青山委員が述べたように，審査について任意団体まで全て含めますと
ものすごく大変です。逆に言うと，それを悪用する人たちもかなり出
てくるかもしれないということがありますので，審査委員会自体が怖
くなって何の結論も出せなくなって，資金を受け入れても後で糾弾さ
れたくないからずっと貯めてしまうということも起こってしまいます。
そういう意味では北野委員のおっしゃることは非常にわかるのですが，
やはりそのセンター自体が両方の機能を持つことによって解決してい
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くしかないのかなという気が僕はしているのですがどうでしょうか。 

鈴木委員 
     少し補足させていただきますと，この協働基金の場合は一応今のと

ころはＮＰＯ法人が対象だという話をしましたが，そうしますと，な
かなか共同体のような組織だと，ＮＰＯ法人はつくりにくいです。そ
うすると，その人はどういう考え方を個人的にしたかというと，ＮＰ
Ｏ法人ができなかった場合は，やはり浜松市の既存の基金に寄附する
しかないのかな，しかしせっかく市民協働推進基金ができるらしいか
ら，その方が本当は良いなというようなことでした。 
今委員長がおっしゃいましたように，その辺のことは，まだまだこ
れから考えながら良い方向に進めるしかなくて，現状ではやはり，Ｎ
ＰＯ法人を取得してこの基金から助成を受けるか，もしくは既存の基
金の制度にするかという，２つの方法しかないのだという私の中での
結論です。私はそれを聞いている中で，せっかくできたので何か夢の
ありそうな市民協働推進基金を使ってみたいなと言っている，その人
の気持ちがとても心残りになっていたということを少し付け加えさせ
ていただきます。 

長澤委員 
     前回も話に出ました既存の基金は確か，市の事業にお金を使うので

すよね。ですから基本的には市の事業の予算に充当されていくという
使われ方をするものですから，多分寄附される方の気持ちというのは，
そもそもそこで全然違うのではないかなと思います。先ほど山中さん
がおっしゃったように，市民活動団体，ＮＰＯ団体のメニューという
のも，細かいものが必要ですし，前回話に出た，いろいろな基金のメ
ニューも必要でしょうし，今委員長がおっしゃったように，税制優遇
に関係するか，しないかは別として，税金を納めても良いから寄附も
できるということも全て分かって受け入れてもらうところがないと，
本当にその人の善意というものが悲しい結果になってしまうことがあ
ると思います。 

北野委員 
     市民活動をしている人でも，本当に単にやっているだけという人も

いるでしょうけれども，やはり準ＮＰＯのようにきちんとやっている
ところもあるわけですので，そういうＮＰＯ法人を取っていないとこ
ろにもメニューを出して道ができれば良いなと思います。 
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青山委員 
申し上げたいのは，それをある程度線引きしないと，ここは限りな
くＮＰＯ法人に近いとか，そうではないという判断は，この場合はや
はりできないので，どこかで基準を設けないと無理だと思うのです。
もしこのメンバーが審議会委員になったとしたら，ここは何で良くて，
ここは何でだめなのとなった場合に，やはり基準がなければ不確かな
ものに対して使って良いという判断は出せないので，認証を受けたＮ
ＰＯ団体という縛りを運用せざるを得ないと僕は思います。 
もう１つ，委員長がおっしゃったように，団体は分からないのだけ
れども，こういうカテゴリーのところに贈りたいのだよということも，
現状では無理ではないかと思うのです。例えば高齢化社会だから高齢
者福祉に対して使ってくださいと言われても，果たしてどこの団体が
それにきちんと応じられるかなどといったことは，委員会では決めら
れないわけですから，どこに出しても良いか，もしくは指名かのどち
らかでないと，あやふやなカテゴリーでお金を預かっておいて，それ
を分別して，それが社会に本当に貢献しているかなどということを委
員会でモニ ターすることはとても無理だと思います。北野さんがお
っしゃることは感情的には分かるのですが，制度的に市がそういう基
金を運用するという点ではやはり，冷たいようだけれども線引きをき
ちんとしておいて，それは曲げないというふうにしておかないといけ
ないのではないかなと私は思います。 

石田委員 
     私はもし寄附してあげるよということがあっても寄附を受け入れら

れる状態ではないので，自分がもしこの基金を使う場合というのは，
寄附する側の立場に立って考えるわけです。今も少し寄附をしている
ところがあるのですが，自分がここの団体を応援したいと思った時は，
普通は直接するわけです。それでは誰がこれを使うのだろうと考える
と，もしそういう寄附文化が育ってきたとしたら，団体をよく知らな
いけれども，少額であっても支援をしたいという思いがこのようなと
ころへ出されるのだろうと思うのです。 
もう１つは，おじいちゃんが残してくれたとか，生前こういうこと
を言っていたから，それを実現するためにはこういうところに寄附し
た方が良いと思う，という感じで，税制の優遇も受けられるというよ
うなことで寄附されると思うのです。自分が寄附をどこへやって良い
のか分からないからこの基金に寄附するということがあった時に，先
ほど青山さんがおっしゃったように，カテゴリーで決められないので



 ２０ 

はないかということですが，それも無しにすると，それでは登録され
たＮＰＯ団体が３０団体ぐらいあったとして，その中のこの団体のこ
ういう事業を是非推進していただきたいということを誰が決めるのだ
ろうという問題があります。少額であっても自分が出した寄附がここ
へいきましたと言われた時に，もっと優先されるべきところがあるの
ではないかということがあったり，市民というのはやはり思っている
ことがバラバラですから，そのバラバラのお金を集めた時に行き先を
審査して良いのかなという苦しさがあると思います。例えばもし自分
が審査をする側に入った立場として考えると，すごく難しくて悩んで
いるのですが。 

山中副委員長 
     皆さん考えてください。皆さんが例えば友愛の基金に入れたとしま

す。良いことをしたなと思っていますけれども，どこに使われている
か分からないわけです。それより私はこの基金の方が，不公平さがあ
っても素敵な基金になると思っています。 

長澤委員 
     何度も言うようですが，これは寄附ですからメニューを全部出して，

審査するということよりも，その人にまず選んでもらうということに
一番力を使えばいいと思います。そしてその人が出したいところがＮ
ＰＯ法人でなかったら税金を払ってもらえばいいだけのことですし，
どうしても節税でやりたいということだったらこの中で選んでいただ
けば良いことですし，そうでなかったら善意銀行も，静岡新聞もある
だろうし，どこに出したいかというのを最初に決めてもらえば，こん
な審査基準などははっきり言っていらないかもしれませんよね。 

伊藤委員長 
     指定先が明確でないと，基本的には積み上げられてしまうのです。

積み上げられて審査委員会では配分ができなくなってくると，結局登
録している団体に均等に分けるといったかたちが１番最悪なパターン
だと思います。それをやってしまうと本当に，単におすそ分けをもら
うために登録する団体が増えてきてしまうわけです。そういった意味
では，例えば福祉分野といった場合にそのデータを全部取り寄せて見
せてあげて，その人が判断できるようなかたちまで相談窓口でなるべ
くやった方が良いのではないかなということがまず第１点です。宛先
がないものも一応受け入れないわけではないですが，しかしなるべく
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相談をしながら，その本人に決めてもらうようにしないと，結局積み
上げられたお金は，５年，１０年残ってしまうのではないかと思うの
です。その額がどんどん増えてくると，もったいない，何をしている
のだというかたちで批判の的になるはずです。 
それからもう１つは，例えば福祉分野であれば，友愛の基金もそう
ですが，協働募金会や赤十字などの，きちんと税制優遇が受けられる
寄附先がいっぱいあります。そういったところをきちんと紹介した方
が良いのですが，日本の場合には，福祉以外のところに関して，それ
をやっていないのです。アメリカのユナイテッドウェイという協働募
金会がベースとなった組織は，あらゆるジャンルに対して，本人が決
めることができないときは受け取って，一定の責任の下に配分してい
るわけです。しかしユナイテッドウェイは，アメリカのそのような資
金源になっている団体では一番大きいのですが，一番批判されていま
す。やはり不正があるだとか，いんちきをやっているだとか，えこひ
いきがあるといったことで，やはりそういう配分をする団体は，行政
がやっても市民活動団体がやっても叩かれるのです。しかし一応ユナ
イテッドウェイは，あらゆる分野について行っていて，あるいはアメ
リカにコミュニティ財団というものがあって，そこもあらゆる分野の
情報を集めて行っています。 
一方，日本の場合には，コミュニティ財団は税制優遇の対象にはな
りませんし，対象になる協働募金会等は，社会福祉分野に限定されて
いるということがあって，例えばまちづくりや環境に対して，団体は
分からないのだけれども寄附をしたいと思っている人にとってみると
出すべき基金がないというのが現状なのです。従って，この市民協働
推進基金がどこまで対応できるようにしていくのかということは課題
ではあるのですが，しかし実際に審査基準を考えた時にものすごく難
しいです。 
あくまで指定先があれば，そこが不正していないかどうかをチェッ
クすれば良いわけで，しかも公開して市民のチェックも仰げば，ほぼ
完璧ではないかと思います。特に指定先はないけれども，寄附をした
いという人達としては，思わぬ一時金が入った時には，その年に課税
されてしまいますから，自分の寄附をしたいところがあるのならば寄
附をしてしまった方が特です。翌年に持ち越して，寄附したい団体が
できてから寄附をすることを考えていると，もう税金をかけられてし
まいます。１２月までに寄附をして，確定申告の時に寄附をしたかた
ちの領収書を出さないといけません。そういう駆け込み希望の人も，
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現実にはいっぱいいるのです。ここは本当に難しい問題だと思います。 

青山委員 
     少し言い方がきつくて，誤解を受けるといけないので申し上げます。

北野さんがおっしゃるように，草の根の市民活動団体を必要ないと言
っているわけではなくて，非常に大事だし，この市民協働推進条例に
関しても，そういったことを支援していく意味があると思うのです。
しかし，こと基金に関しては，お金も絡むことですし，委員長がおっ
しゃったようにＮＰＯの税制が今後変わっていくかもしれないという
状況の中で，まだ先例がない時に浜松市がこれを条例の中に取り込む
ということに関して，やはり１００点満点を目指すのは到底無理なの
で，今のレベルで問題が起きないようにしようというように括ってい
くと，ターゲットは認定されているＮＰＯでないと，その先の追跡は
無理だろうなと思います。 
先ほどおっしゃったように，別の方法論もあるのだよというところ
で逃げざるを得ないのかなと思っての発言なので，誤解のないように
お願いいたします。 

石田委員 
     先ほど先生がおっしゃったように，窓口があって，そこに相談に見

える方に対し，あなたの意向はどうなのでしょうかということで，メ
ニ ューを出していただくとすると一番大事なのは委員会ではなくて
窓口の人ですよね，そういう人材はいるのでしょうか。 

山中副委員長 
     それで前から提案しているのですが，窓口機能は，カウンターがま

ちづくりセンターにできるわけではなくて，中間支援組織のＮＰＯ団
体がそこに入って，２つのデスクでそこの職員の方プラス私たちはこ
れだけメニューを持っていますよといったかたちでやれば，もっとグ
ローバルにできるのではないかなと思います。そうすると，とても良
く私たちのパイプ役になるのではないかということを提案させていた
だきました。 

伊藤委員長 
     やはり１００点は付けることはできないのですが，それでも静岡市

の呉服町にありますＮＰＯ活動センターへ行きますと，模造紙にＮＰ
Ｏ団体の紹介がいっぱい張ってあったりして，そこへ行って見ている
と，こういう団体に寄附できるのではないかといったかたちで結構情
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報が入ってきます。また県の職員に相談すると，横にはＮＰＯや市民
活動団体の人がしょっちゅう出入りしていますので，県の人間が変な
話をしたらおかしいじゃないかと介入するような雰囲気があります。
明るい相談窓口でないと，個室に入っていた場合には闇取引があるか
もしれませんが，横でＮＰＯの人たちが座っていて，対応する人が変
なことを言えば，変なことをやっているぞといったかたちの雰囲気が
あれば一番良いわけです。そういうところへ相談に来た人が，例えば
自分はこのような活動が望ましいと思っていますという話をした時に，
横にいたＮＰＯの人が，それだったらあのような団体があるよと，割
とフランクに相談に乗ってあげたりできるような雰囲気も良いのでは
ないかなと思います。 
そういう意味では９条の，協働の窓口の問題でもあるわけですが，
そういう民間の人たち，あるいは地域のＮＰＯの人たちが自由に出入
りしながら，それをサポートしていけるような仕組みでないと，やは
り基金も本当に開かれたものにならないのではないかと思うわけです。
そういう意味で，山中副委員長がおっしゃられた問題も含めて，設計
をする必要があると思います。いずれにしても窓口に当たる人たちが
全て責任を追ってしまったら，その人もすごい重荷になってしまいま
すので，多くの人たちがそういうところに立ち会えるような仕組み，
それから最後に決まった段階で，きちんと市民に公開して，１か月間
ぐらい異議申し立てを受ける期間もつくっておくのが民主主義的かな
という気がします。 

長澤委員 
     前回，まちづくりセンターの新しい追加委託業務の中に，市民活動

団体の情報発信がありましたよね。それはちょうど同じ働きができる
のではないかと思います。情報を集めて，それを皆にお知らせする，
そして寄附を持ってきた人にもそこで情報をお知らせすることができ
ます。うちの団体のように管理されたくないところは情報を出しませ
んが，もしかしたらお金がもらえるかもしれないと思うと，進んで情
報を提供してくる団体もあるかもしれないと思いますし，ちょうど合
致するのではないかなと思いました。 

伊藤委員長 
     ＮＰＯの登録受け付けをしているのは県の業務であって，市の業務

ではありません。しかし幸いなことに，まちづくりセンターの向かい
にある行政センターが，西部地域のＮＰＯの書類を全部閲覧できるよ
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うにしているはずです。従ってそういう意味では，そこの写しをそっ
くりまちづくりセンターに保管できれば一番良いのですが，多分でき
ないと思いますから，通りを渡って一緒に見に行きましょうと言って
くれるような人がいてくれれば良いわけです。 

山中副委員長 
     昨日私は静岡へ行って，ＮＰＯの立場から，ＮＰＯ推進室に言って

きたのですが，浜松市はご存知のように，県の行政センターの西部パ
レットもあります。私はあそこよりも，まちづくりセンターができる
のだよと，昨日言ってきたのです。そういう意味で，３６団体が本当
に根っこになって，まちづくりセンターに登録したら，北野さんがお
っしゃったように，その中には環境分野もあるし，福祉の分野もある
し，そのＮＰＯの人たちが子どもを持っているのです。例えば私も環
境をやっていて，ＮＰＯではない環境の団体をいっぱい知っているか
ら，例えばダイオキシンの問題とか水の問題をやっているといったら，
あの人を知っているよと必ず言えるのです。情報というのは芋づる式
ではないですが，とにかく窓口に情報を持っている人たちが憩うとい
うことがまず大事だと思うのです。多分私は，市長さんもそのことを
考えてまちづくりセン ターというものをつくったと思うのです。せ
っかくまちづくりセンターが窓口機能になったとしたら，やはり北野
さんがおっしゃったような，意欲のある団体がそこに集うような部分
を，この項目でも少し，促進するとか整備するではなくて，もっと具
体的にうたっていただけたら良いかなと思います。 

伊藤委員長 
     前々回にありました，協働受け入れの窓口の問題も含めて，先ほど

まちづくりセンターの設置条例の改正も考えているという話がありま
したので，まちづくりセンターの機能，役割のようなものをかなり見
直して，強化していく必要があるのではないかと思っています。 
たまたま先週の日曜日に，東京の世田谷区で市民活動に関する小さ
いシンポジウムがありまして，客はすごく少なかったので冴えなかっ
たのですが，結構おもしろい話し合いだったのです。それは三軒茶屋
にありますキャロットという，世田谷区がつくった情報と文化のセン
ターのことです。片方が劇場部門で，もう１つが生活工房という部門
がありまして，この生活工房という部門が，ＮＰＯと限定しないで，
世田谷区における社会活動，市民活動の場としてやっているわけです。
割とまちづくりセンターに似たようなかたちで，コンピュータなどの
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情報や，あるいは模造紙などに張ったりして情報交換をするスペース
などが幾つかあったりしましたが，そこの目玉はキッチンなのです。
従って，そこでよくパーティーをやったりしています。街なかにあっ
たり，それから生活という言葉を使ったりしているせいもあって，コ
ミュニティキッチンというかたちで，いろいろな団体が料理教室をや
るだけではなくて，パーティーをやったりして，飲み食いができる交
流サロンの形式を取っているわけです。そこに集まっているＮＰＯの
人たちや市民活動をしている人たちで，法人格は関係なしに，ブリッ
ジ世田谷という組織が最近できまして，それが様々な市民活動をつな
いでいく中間支援組織に育っていこうということをしているのです。
その生活工房の中に市民活動支援課というものがあります。これは区
の委託を受けるかたちで，そこの３人ぐらいの職員が，市民活動団体
に対する相談の窓口になっています。まず基金はこういうかたちでは
ありませんが，基金以外の作業については，割とまちづくりセンター
が目指そうという方向と似たような活動をしているようです。僕も具
体的なことは分かりませんが，スタッフの人たちは，課長等は区から
来ているのですが，対応している窓口の人たちは，元ＮＧＯの人や，
元都市計画をやっていた人などの人たちがスタッフとして働いていて，
そこ主催の様々な交流事業といったこともやっています。そういうト
ータルなまちづくりセンターのあり方を考えていくということと，今
回のこの協働の話というのは，少し脱線かもしれませんが，実際の運
用の場においては，すごく関連しているのかなという気はすごく感じ
ました。 
審査の問題からかなり離れて，まちづくりセンターのあり方に話が
なってきているわけですが，もう１回整理をしていきますと，とりあ
えず基金に絞った場合に，そして特に税制優遇を受けられるという今
回の大きな目玉施策から考えた場合には，ＮＰＯ法人，それから一定
程度，つまり１年間ぐらいの活動実績等の登録基準というものがあり
ます。そして寄附者の方はなるべく，その登録しているＮＰＯ法人を
指定してもらって寄附をしてもらうように，何とかそこは相談しなが
らアドバイスをしていくかたちが必要になってくるのではないかと思
います。その時にはその団体と寄附者の関係を含めて，一応幾つかの
審査基準は必要になってくると思いますが，それほど複雑なものでは
なく，要は不正な関係にないかどうかだけがチェックされて，そして
速やかに内定をした上で，公開して，市民からの異議申し立てという
もう１つのセイフティネットを付け加えて，異議申し立てがあった場
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合には一応立入調査的なものをして，その異議がおかしければ却下し
ますし，正当と認められた場合には一応この問題については寄附者の
方に意見を返して，そのお金を戻すかどうするかということの選択も
できるようにしていく必要があるのかなという気がしています。 
寄附を戻すということが可能かどうかというのは，やや今回の条例
の仕組みからいくと気にはなると思います。世田谷区などの場合は，
多分その場合には戻さないで，そのまま積み立てに回っていくのでは
ないかと思います。その積み立てになった額や，それから寄附者が団
体を指定できない場合，あるいは今ある団体は不満で，できるまでま
では預かってほしいということで寄附が出された場合には，そのお金
は結果的には積み立てられるわけです。そのお金について，どういう
かたちで配分をしていくのかということについては，今日の段階では
難しいねという以上の声は出ていません。杉並区ではどのようにする
のかということを参考にしないと，正直言って今のところ見えてこな
いなという感じはしております。 
そのお金を，最悪な場合には均等に分けてしまうパターンがあるわ
けです。その分野の中から寄附者に代わって審査委員会が特定の団体
を探し出していくかたちのやり方は，多分この審査委員会では手に余
る部分が強いのではないかなという気はしております。従って，これ
を具体的にどのようにするかということについて，かなり難しいなと
いう感じは，今のところは正直言ってしています。指定した団体自体
が異議申し立て通りおかしかった場合には支払いませんので基金に残
ってしまいますし，それからどうしても今ある団体ではなくて，将来
できるであろう団体に対して寄附をしたいという人も必ずいるはずで
す。そういう意味で，その場合に対する対策については，今日は結論
が出せないのが正直な感じですが，なるべく問題を少なくするという
ためにも，窓口が寄附者に対して様々な相談に乗ってあげたり，アド
バイスをしたり，あるいは窓口に出入りしているＮＰＯの人たちがそ
れを手伝っていけるような仕組みをつくっていくようなことが必要に
なるのではないかなと思います。 
更に，その基金を運営していく事務局が，単に税制優遇だけではな
くて，市民間における相互寄附を推進していくための文化をつくるた
めの広報活動，情報提供が必要になってくると思います。例えば他の
浜松市，県，国がやっている基金，あるいは様々な公益団体がやって
いる基金等を紹介するようなかたちで，その人にとって最適な寄附の
方法についてアドバイスをしてあげたり，寄附をもらいたい団体に対
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しても，どのような方法があなたの団体の場合にはあり得るかという
ことについて相談に乗ってあげるようなことは副次的な作業として必
要になってくるのではないかと思います。 
窓口で担当者が１人いれば良いという話ではなくて，やはり複数の
人間ができるようにしなければいけませんが，そんな予算はありませ
ん。そこでそういうことをやっても良いよという，おせっかいなＮＰ
Ｏがいっぱいいますから，そういう人を上手く活用して，できるよう
な運営体制を取らなくてはいけないというようなことが多分今日の全
体的な結論ではないかなと思います。付け足しでご意見があったらお
願いします。 

青山委員 
     ファンドの，光の部分と影の部分があるのですが，ＮＰＯは基本的

にアカウンタビリティを受け入れて，公開していこうというカルチャ
ーで成り立っていると思うのです。一方，寄附ということに関しては，
例えばお亡くなりになった方のご遺族がいた場合，想定することとし
て，差別的なことで生前苦労されたのでとか，そういう個人のプライ
バシーといったものが絡む場合があると思います。一見，細部までオ
ープンにするということで良いのかもしれませんが，その手続き上，
本来守られなくてはいけない個人のプライバシーといったことが，少
しルーズに扱われるというようなことも制度上あり得るのかなと思う
ので，僕は今回基金を入れるということは反対だったというのはその
辺もあったのです。 
もしこれを進めていくに当たっては，すごく配慮しなくてはならな
いプライバシーを一般に公開して市民に問うたりする問題や，受け入
れたＮＰＯ側が，どなたからの寄附だということに対しては，言って
はいけないことも当然あると思うのです。その辺の仕組みは，光と影
の内，影の部分だと思いますが，その辺も情報として，杉並区ではど
のようなシステムを取っているのかということも分かったらまた教え
ていただきたいと思います。性善説だけで運用していくと，大きな落
とし穴があって，非常に傷ついた方が出てしまうとか，プライバシー
の問題で非常に大きなトラブルを生むといったことも，あり得なくは
ないかなと思うので，少しその辺も付け加えさせていただきたいと思
いました。 

伊藤委員長 
     秘密，名前を出すかどうかという問題も，結構大きな問題だと思い
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ますが，他にどうでしょうか。いずれにしても，寄附をめぐる結構大
きな問題がまだあって，それも含めて基金を今回つくるということに
対しての疑問も，骨子案の段階であったのではないかと思います。そ
ういう意味で，一応つくることが決まった以上，運用の中でまず確実
なところだけを固めて，そうでない部分については，例えば２年後ぐ
らいに遅らせてしまうということもあり得るのかもしれません。例え
ば当面の間は寄附先も明確なものしか受け入れないようなかたちにし
ておいて，１，２年後ぐらいに少しずつスタッフが育ってきた段階で
広げていくようなかたちです。それから，寄附者のプライバシーなど
を尊重するルールなどをあらためて付加していく必要もあると思いま
すので，先ほど僕が述べた案ですと，全部白日の下にさらしていこう
というかたちになってきますから，引っかかってくる問題も当然あり
得ると思いますし，この辺は，まだまだ懸案は多いのかなという気が
します。事務局として，このような状況の中で，基金に関して全面的
な運用規則をつくっていくのならば，基金ができてから後で考えよう
というやり方を取るのかどうかということも含めて，どのように思わ
れますでしょうか。 

鈴木企画部次長兼行政経営課長 
     事務局としては，杉並区の例をモデルにして今までもやってきてい

まして，先ほどからお話に出てきていますように，杉並区の方でもま
だ固まっていないという状況もあります。私どもも，もう少し杉並区
の経緯を見ないと，はっきりした情報提供はできないかもしれません。 
条例の制定は２月議会ですが，一応年内には浜松市案を固めて，意
見交換会というスケジュールで進んでいきますので，それまでにある
程度の目鼻を付けていきたいとは思いますが，どうしてもその辺のま
だはっきりしない部分については，年を越しても更に検討を要するこ
ともやむをえないかなというようには思っています。スタートするま
でには，きちんとしたものをつくり上げていきたいなと思っておりま
す。 
それから１点確認させていただいてよろしいですか。先ほど，基金
の対象で，委員長の方からも登録申請する時に１年間の実績を添付資
料として出すということについては，この検討会議でもそういう方向
でということでよろしいでしょうか。ただ寄附者が，今はないけれど
も，こういう活動を行うＮＰＯ法人がこれから出てくれば，是非その
団体に寄附をしたいというケースもあると思います。その場合は申請
中の団体も一応対象に含めるといったことでいけばどうかなとは思う
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のですが，その辺はいかがでしょうか。 

伊藤委員長 
     寄附者の意見を聞いて，寄附金をもらえるのだったらＮＰＯ法人を

つくろうということで，ＮＰＯ法人をつくる団体が出ることをプラス
と見るか，あるいはやはりそういう団体であっても，１年間ぐらいの
活動実績を見ないと審査委員会でもチェックできませんし，活動実績
がなければ市民からの異議申し立ても難しいです。ＮＰＯ法で１年後
に事業報告をしなくてはいけないことは定められていますし，その報
告をしない団体も，静岡県に数団体あるということを県の担当者は言
っています。そんな団体などはとてもじゃないけれど対象外だと思い
ますので，私個人としては，一応最低１年間の活動実績を独自に出す
か，あるいは少なくても県に第１回の事業報告をしているということ
を条件に，一応それが出されていれば，１年未満であっても認めると
いうかたちですが，そういう事業報告書がない団体に関しては，やは
り認めるべきではないのではないかという気がしていますが，どうで
しょうか。 

青山委員 
     もちろん，お金をいただくのに事業報告もできないような団体は除

外するのは当たり前だと思います。もう１つ大事なことですが，認証
の時点ではカテゴリーは任意に付けられます。そのカテゴリーごとの
活動実績をきちんと明確にするようなフォームを付けてあげないとい
けないと思います。福祉もやるし，まちづくりもやるということが認
証時にはあるのです。しかし，この分野で実際にどういう活動をして
いたのかという中身の質の部分もやはりきちんと明確にするようなフ
ォーマットにしてあげないと，県に出した書類の中から真意を読み取
るというのは少し難しいのではないかと，僕は辛口でいった方が良い
と思っています。 

長澤委員 
     今のお話を伺っていると，この協働推進基金が優先順位の１番なの

かなと思ってしまいます。先ほどから何回も言いますけれども，他に
もいっぱい寄附先はあるのですから，事業報告といったことは，もち
ろん最低のことでやっておけば良いことですが，やはりどれだけメニ
ューを出せるかを最初に考えていただくことが必要だと思います。た
だ，善意が溜まっていかないということが本当は前提なのですが，溜
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まっていくのだったら，結局協働推進基金に貯めなくても今と同じで
すよね。ですから，その人の善意が本当に目に見えるかたちをどうや
って選んであげるかということを優先順位の１番にしなければ，寄附
文化を育てたり，相互支援をしたりするということにはならないので
はないかと思います。 

渡瀬市民協働グループ長 
     今言われたことは，本当にその通りで，どういうかたちでメニュー

を見せられるかはすごく大事だと思います。ただ，今は対象団体をど
うするかということを質問されましたので，税務署に対しては，杉並
区ベースの要綱を示して，ＮＰＯ法人と，その申請をしている団体，
それから非営利活動の部分が５０％以上の団体を対象ということでし
た。委員長が言われたように，１年の活動実績があることを前提とし
た場合には，杉並区以上に厳しくするということになります。浜松の
場合は，あくまでも実績を重視した対象としましょうというご意見が
あれば，そういう方向も考えていくことになると思いますが，その辺
についてご意見はどうでしょうか。 

山中副委員長 
     ＮＰＯ法人ですから言わせていただきたいと思います。私は今回の

寄附についていつも考えているのですが，例えばお年寄りが亡くなら
れた時に，そのお年寄りが在宅でお弁当を届けてもらったことがすご
く嬉しかったからなど，たった１つのことで決められるようなメニュ
ーがほしいと思っているのです。私はＮＰＯ法人の１年間の報告書は
適当に書いているところもあると思いますから，そうではなくて，先
ほど言ったように日記帳ではないですが，この日はこういうことをし
たという，プレゼンテーションです。お金をもらう登録をするわけで
すから，そのためには単なる義務ではなくて，例えばお年寄りに対し
てこれだけの事業をやっていますよということを逐一分かりやすくす
ることが必要だと思います。事業報告書と違って，一般市民が分かる
ようなメニューはＮＰＯ法人にも義務を課した方が私は良いと思いま
す。 

長澤委員 
     お金をもらうための工夫ではなくて，選んでもらうための工夫をす

る，つまり，そのメニューの充実ということだと思います。 
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伊藤委員長 
     どうでしょうか。その辺を少し整理していきたいと思いますが，登

録段階と，それから実際にお金の寄附があった段階では若干違うと思
っているのです。登録段階に関して，それ以上厳しい義務をどんどん
課していくと，登録するということがなくなってしまうと思います。
ＮＰＯ法をつくる時も公正さがあることを前提に，ものすごく厳しい
条件を最初に付けようとしたことが国であったわけです。それをなる
べくＮＰＯ法人を取りやすくしていこうという方向で，不正があって
も良いではないかというぐらいでつくらせようとしたのです。実際に
寄附が起こった時には，例えば寄附者がその団体を始めから指定して
いる場合には，それが不正な団体でないかどうかを審査委員会の方で
チェックする時に，あまりにもひどい事業報告書だったら，よく分か
らないというかたちで，書類の提出を求めることは可能ではないかと
思います。そのように，実際にお金が動く場合の審査になってくると，
登録している団体には自動的にいくということは決してないと考えた
方が良いと思います。 
ただ，大きな問題は，団体が明確な場合には問題ないのですが，分
野や指定先がない団体に対して，どのように審査するかという基準に
ついては，今日は議論できませんでした。そういうことも含めて，今
この要綱案の中に，施行は平成１５年４月１日と書いてありますが，
これが絶対的な条件かどうかに関しては，私自身は非常に疑問を持つ
わけです。つくってから考えれば良いということも良いかもしれませ
んが，それをやってしまいますと基金に対する不信感をつくるもとで
はないかと思います。浜松市が基金の第１号になることはないわけで
すから，市民が理解して市民活動に役立つような基金とする為に，半
年伸びても構わないのではないかと思うのです。したがって要綱につ
いて４月１日施行を頑なに守る必要はないのではないかなという気は
個人的にしているのです。それまでに杉並区のデータがきちんと入っ
てきたり，明確なものが見えてくれば４月１日施行でも構いませんが，
あまり明確にならない段階で，とにかく基金をつくって，登録する団
体も少ないですから，結局お金が積まれてしまって，生かされないよ
うな基金になってしまうと，だんだん不信感を持たれて，結局あそこ
に寄附をしてもしょうがないというようになってしまうと思います。 
市民の意向がきちんと反映されるような基金として，今までの基金
とは違うということを市民が分かった時に，たくさんの人たちが寄附
をしてみようという気持ちになるはずですので，そういう意味では，
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必ずしも条例が施行される同じ４月１日に基金を施行する必要はない
のではないかなという気は個人的にしているのですがどうでしょうか。 

佐藤委員 
     私も正直言って，これをどのようにやっていったら良いのかすごく

難しいと思います。指定先がない寄附で，いずれそういう分野ができ
たらというようなお話や，先ほど長澤さんが，貯めているのなら今ま
での基金と同じではないかというお話もあったのですが，寄附する側
にもそのお金を有効に使ってもらうために選択してもらう義務がある
のではないかなとも思います。ですから今はこの団体しかないから，
こことここに配分してもいいという事などを，あくまでも寄附者にも
選んでもらえばよいと思います。もしかしたら寄附者は，何だこんな
団体しかないのかということで，寄附をやめるかもしれませんがそれ
はそれで良いと思います。それは市民団体にその人の願うようなもの
が育っていないということですので，そういうことも考えていただけ
たらと思います。 

伊藤委員長 
     そのようなことで，もし仮にどうしても４月１日に施行させたいと

するならば，第一歩の基金として，どんなことがあっても寄附者が選
んで，ない場合には引き上げてもらうということを明確にしなくては
いけないと思いますし，曖昧なかたちで受け入れてしまうことについ
ては，今の段階ではまずいのではないかというのは，多分この委員会
の皆さんの意見ではないかなと思います。そのように決めてよろしい
でしょうか，それとも曖昧な段階でもやはり受け入れておくべきであ
るというご意見はどうでしょうか。 

長澤委員 
     曖昧なままなら，今たくさんあるのですからそちらを使えば良いの

ではないですか。十分それで機能しているのではないかと思います。 

佐藤委員 
     あとはその人の願いが叶うような，情報を提供してくれる機能をき

ちんと整備するということですね。 

伊藤委員長 
     １つの考え方として，要綱よりもその基金を発展させるために，早

くまちづくりセンターの改革を先に行って，そこで寄附に関しても情
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報収集や，様々な相談できるようなノウハウを蓄積して，半年間ぐら
い遅らせてその段階で基金の実際の運用が始めていくというやり方も
当然あるのではないかと思います。一応４月１日施行について１０
０％固執をしないで欲しいということが，今日の会議の結論ではない
かなという気はしますがどうでしょうか。 

青山委員 
     最初から議論にあったように，最初に基金ありきというイメージを

払拭するためにも，むしろ基金の運用に関しては，この条例ができて
もすぐにはしないのですよという方が，慎重なイメージを市民にも与
えるのかなという点で可能でしたら，僕はそうしていただきたいと思
います。 

伊藤委員長 
     今日は結論というよりも，そういう意見が強いということです。市

長のご意向もあると思いますので，委員会での意見を最大限尊重して
検討をお願いしたいと思います。 

４ 閉会 

伊藤委員長 
     今日の会議を終わらせていただきたいと思います。最初にも申し上

げましたが，この基金の問題と併せて，条例の具体的な文案ができて
います。これについても早急にＥメール，メーリングリスト等でご意
見を出していただきたいと思います。特に基金，それから９条のまち
づくりセンターの問題等に関しては今日の議論もすごく関連している
のではないかと思いますので，こういったニュアンスがもう少し反映
できるような文章というものが，条例についても求められていくので
はないかと思っています。 
次回は１２月１０日です。よろしくお願いいたします。どうもあり
がとうございました。 
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